
保育事業の概要



地域認定保育所
企業主導型保育事業

■保育事業は「認可」「認可外」の2つに分けられます。

■上記⻘丸で囲んだ認可保育所は、定員20名以上規模で、主に保育事業実績のある法⼈が認可される傾向にあり、
保育実績のない株式法⼈が認可を得るにはハードルが⾮常に⾼い分野です。

■上記⾚丸で囲んだ⼩規模保育事業と事業所内保育事業は株式法⼈の参⼊がしやすい保育事業です。
但し、保育実績のない法⼈へ認可を出すか出さないかは管轄の⾃治体に裁量があり、地域によって傾向が異なります。

■上記緑丸の認可外保育施設は実績のない法⼈・個⼈でも開設することができます。（但し⾃治体への届け出は必要）
また、待機児童の多い⾃治体では、設置基準を満たした認可外保育所に開設時の施設費⽤に補助を出したり、
運営費に助成を出したりする認定制度（東京都では認証保育所と呼ばれています）を実施していることがあります。
事業所内保育に準ずる企業主導型保育事業も助成⾦の対象となり株式法⼈の参⼊がしやすい⼊⼝です。



■事業スケジュール
まず認可外で保育事業実績を有することが近道。
企業主導型保育事業は認可外であっても助成が受けられます。

■認可へのステップ
保育事業を収⽀を安定させるには「認可」による助成⾦が⾮常に⼤きな存在となります。助成⾦を得る「認可保育所になる
ためには、認可外であっても保育事業を継続できる事業体であることを実績として⽰すことが有効です。
認可を得る前段階として「認可外での保育」というステップによって、保育実績と事業者としての「体⼒」を⽰すことができれば、
⾃治体との調整がスムーズに運びます。

■内閣府管轄の「企業主導型保育事業」
会社の福利厚⽣を⽬的とした「企業主導型保育事業」は施説基準を満たしていれば認可外であっても
開設時の施設整備への補助や、運営補助が付与されます。

認可外

企業主導型保育事業
（認可外・助成有）

⼩規模認可保育保育所
（0-2歳）
（助成⾦有）

認可保育所
0-5歳

定員20名以上
（助成⾦有）

1年以上の保育実績があると
⼩規模認可保育所開設時に
有利となるケースが多い

認可以外ではあるが、企業主導型保育事業は株式法⼈が参⼊しやすい。
但し、保育実績に繋げるには⾃社運営である必要がある。
外部委託運営の場合は保育実績とみなされない。

待機児童の多い0-2歳に対応した保育所。
3歳以降の連携認可園をアサインしているこ
とが条件。

認可外、⼩規模保育、企業主導型保育
（⾃主運営）を無事故で運営した実績を
以て20名以上規模の認可を得やすくなる。

1年⽬~ 2年⽬~ 最短3年~



■⼩規模保育（0-2歳︓定員19⼈まで）A型B型は企業・個⼈共に参⼊できる
認可事業。調整窓⼝は⾃治体保育課。保育実績が問われるケースが多い。



■⼩規模保育所開所に向けたタイムスケジュール（参考）

■小規模保育所（0-2歳児:定員19名以下）

役所調整 事業者側作業 備考

1month ●自治体重点地域ヒアリング

→待機児童数の多い地域
〇該当地域の物件調査

↓

2month ●物件ヒアリング ←候補物件提示

→候補物件近隣に既存園有無の確認

→近隣に開園予定計画の有無の確認 ↓問題ない場合 ↓用途変更が必要な場合

※内見同行の場合有 〇該当物件の仮押さえ 〇幼児福祉施設への用途変更

3month 〇保育計画書作成 ※建物の検査済証があることが望ましい

〇図面作成 デザイン調整 ※新耐震の建物であることが望ましい

〇概算見積り 用途変更には1カ月～2か月の期間が必要

〇消防図面作成 ※用途変更は着工までに完了のこと

4month ●小規模認可の内諾 ←役所調整により内諾を得る ※100㎡以下は用途変更は不要

内諾：自治体議会での予算化

要議会タイミングとのすり合わせ

5month ●議会承認 〇議会承認後物件契約

※議会タイミングによって一ヶ月前後の 〇詳細設計 デザイン調整

ズレを想定する必要があります。 〇費用調整

〇設計および費用の承認

6month 〇施工発注

※発注から着工までは約一ヶ月

7month 〇着工（用途変更完了後） ※保育士・スタッフの確保

↓ ※施設長の確定（役所へ報告）

8month ↓ （施工期間は1カ月～3か月※規模内容による）

↓

9month ↓

●認可検査（自治体保育課） ↓

●消防検査 ↓

10month ●保健所検査 〇引渡し

→各検査にて指導があれば是正工事

↓開園準備

↓

11month 〇開園

12month

●補助金払出し ※自治体によって受給時期は変動 ※施工費用の補助金割合は自治体による



■⼩規模保育所開所における留意点（主に不動産与件による）

・⾃治体によっては⼩規模保育所開設に消極的な地域がある

・社会福祉法⼈、または⾃治体内での保育実績のある事業者にしか認可を出さない
⾃治体がある

・待機児童の多い地域以外での開設には認可が出ない（保育課への事前ヒアリングが必要）

・待機児童の多い地域であっても、近隣に既存園があったり計画中の園がある場合は
認可が出ない（保育課への事前ヒアリングが必要）

・物件条件（新耐震・建築検査済証がある・2⽅向避難確保など）が満たされない
場合は認可が出ない（消防・建築課への事前相談が必要）

・事業主体の過去の決算状況によっては認可が出ない（過去3年間の決算書の確認を求められる）



■企業主導型保育事業は保育実績がなくても企業が参⼊しやすい保育事業の⼊り⼝

・申請窓⼝は内閣府管轄の公益財団法⼈児童育成協会。2カ⽉に1度の申請受け付け。
・2017年度まで予算化されている事業。
・事業が認定された後のスケジュールは⼩規模保育所開設スケジュールの議会承認後と同等。


